
小規模保育事業　ひなた保育園みらい平
重要事項説明書


保育の提供を開始するにあたり、本園より説明すべき事項は次のとおりです。

１．施設運営主体

２．利用施設

３．施設の目的・運営方針

事業所の名称 株式会社　アンフィニ
代表者氏名 代表取締役社長　片山章彦
法人の所在地 茨城県つくばみらい市板橋1812-16

法人の電話番号 ０２９７－２０－７５７３

定款の目的に定めた事業 3　認可保育所・認可外保育施設の経営及び運営

施設の種類 小規模保育事業A型

施設の名称 ひなた保育園みらい平

所在地 〒300-2358　つくばみらい市陽光台4丁目３－４

電話番号
０２９７－２１－８１１３　（FAX）０２９７－２１－８１１４
E-mail　hinata_miraidaira@anfini.co.jp

ホームページ http://anfini.co.jp/hinata

管理者名 施設長　　　　　川尻　英実

利用定員（年齢別）
０歳児　　　　　３号　３名
１歳児　　　　　３号　８名
２歳児　　　　　３号　８名

自己評価の概要 職員による保育内容等の自己評価を毎月実施し、保育向上に努めています。

第三者評価の概要 保護者による事業評価を毎年2回受け、その結果を公表しています。

職員への研修の実施状況 社内研修、園内研修、外部研修他、多数参加予定
認可開始年月日 令和　４年　４月　１日　（令和４年４月開設）

事業の目的
当社の社名である「アンフィニ」は、無限を意味しており、子ども達の能
力には、無限の可能性が秘められていると考えます。子ども達の無限の可
能性を保育施設の運営を通して上手に引き出していきます。
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４．施設・設備等の概要

配置図　

運営方針
ひなた保育園は、保育所保育指針に基づき、遊びを中心に子ども達が
「日向（ひなた）」にいるような温かい雰囲気の中で保育を提供し、子
ども達のすこやかな健康を目指します。

保育理念
すべての人たちに平等な子育て・子育ちを支援し、児童の健全な成長に寄
与します。

保育方針

保育にかかわる専門職同士が協力し、それぞれの専門性を発揮しなが
ら、養護と教育の一体的な展開を図り、保育の内容の質を高め、充実さ
せます。
●子どもの主体的な発達要求に応答する環境を豊かに整え、みずから興味
や関心を持って環境にかかわり、チャレンジしたことへの充実感や満足感
を味わわせて、年齢なりの心情、意欲、態度を養います。
●子どもの24時間の生活を視野に入れ、家庭との連携を密にし、積極的に
子どもの発達過程に応じた育ちを築き、保護者の共感を得て養育力の向
上を支援しつつ、エンパワメントを引き出します。
●子どもが育つ道筋や生涯教育を見据えた長期的視野を持って、後伸びの
力をつけ、連携施設の保育所や満了後に登所する保育所と情報交換や交流
を密にし、積極的に連携していきます。

保育目標

【基本的生活習慣の確立】
おもいっきり遊ぶ
しっかり食べる
ぐっすり眠る

敷地 全体 564.57㎡

園庭 140.43㎡

建物 構造 木造2階

延べ面積 314.25㎡

施設の内容 乳児室 1室 12.81㎡ 保育室 1室 21.66㎡

ほふく室 1室 33.14㎡ 遊戯室 1室 81.50㎡

調理室 1室 12.27㎡ 沐浴室・トイレ 2室 16.35㎡

調乳室 1室 1.44㎡ 事務室・医務室 1室 6.1㎡

設備の種類 冷暖房完備、施設警備完備（自動施錠）
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５．職員体制　（２０２４年２月１日現在）

※本園では、「児童福祉法及びつくばみらい市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
　　に関する基準を定める条例」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員として、上記の

職種の職員を配置しています。

６．保育を提供する日

※地震、台風、大雪等により、交通機関に乱れが発生した場合、または、災害が予想される場合には臨時休園に
することがあります。

　　※上記以外の感染症などの拡大を防止する為の休園要請及び自粛要請などが国・県・市のいずれから発令された

職　務　の　内　容　 常　勤 非　常　勤

施設長 園務をつかさどり、所属職員を監督 1人 ―

保育士 園児の発育指導及び安全管理 ５人 2人

保育補助 保育補助、清掃業務・遊具の消毒、
給食の配膳、寝具の用意、片付け等

2人

栄養士 園児給食の調理、栄養指導 １人 －

調理師 園児給食の調理 １人 ―

事務員 園内の事務処理、経理事務、保育補助、清掃・片付け等 １人 ―

開園日 月曜日から土曜日　

開園時間 ７時00分から19時30分

休園日 日曜日、祝祭日、年末年始（12月30日から1月3日）
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場合には臨時休園にすることがあります。
　　※土曜日の利用に関しては就労証明書をいただき就労を確認した上での利用となります。

７．保育を提供する時間
保育を提供する時間は、次のとおりとします。

※上記認定時間内で保護者の勤務時間+通勤時間を考慮して『保育時間契約書』の提出をお願いします。
※契約時間を変更される場合には、毎月20日までに『保育時間変更届』にて、お申し出ください。

８．送迎について
① 保育契約時間を超えた保育が必要となる場合、または、早くお迎えに来られる場合には、事前にご
連絡をお願いいたします。

② 欠席または登園が遅れる場合には、給食の準備の都合上、9時までにお電話でご連絡ください。
なお、11時以降に登園される場合、喫食時間の関係で給食の提供はできかねます。

③ お子さまの送迎は、予め「児童調査票」の裏面にあります『送迎登録者』にて届け出をいただいた
方のみとさせていただきます。やむを得ず、登録者以外の送迎となる場合には、保護者の方より事
前に本園へご連絡をお願いします。その際、身分を証明できるもの（免許書等）を提示していただ
き、コピーをさせていただきます。事前のご連絡がない場合は、お子さまの引き渡しは出来兼ねま
すのでご了承ください。

９．利用料金
①本園では以下に掲げる費用をご請求します。

保育標準時間設定 保育時間 7時30分から18時30分

延長保育時間 7時00分から7時29分
18時31分から19時30分

保育短時間設定 保育時間 8時30分から16時30分

延長保育時間 7時00分から8時29分
16時31分から19時30分

項目 金額 支払期日 備考

保育料
市町村が定める
保育料 当月末日まで

延長保育料 250円／30分毎 翌月末日まで

定められた保育時間（保育標準時間
は7時30分から18時30分、保育短時
間認定の場合は8時30分から16時30
分）を超えて利用した場合。

帽子
0歳児：1,280円

1～2歳児：1,100円
入園時及び進級時

連絡帳 180円 入園児及び進級時 なくなり次第随時

  / 4 17



②支払いを受けた場合は、領収証を交付いたします。
③納入については、当月末日までに現金で納付をお願いします。（延長保育料については前月分）
本園が準備する納入袋にて、保育園に直接お支払いください。

10．入園（利用の開始）について
本園では、つくばみらい市の利用調整に基づき、本園に入園決定され、支給認定を受けた保護者が面
談、新入園児健診を受け、本重要事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始します。
入園後、家族構成、住所、勤務先が変更になった場合は、手続きのご案内を致しますので、速やかに
本園へ報告をお願いいたします。

11．退園（利用の終了）について
退園日の1ヵ月前までにつくばみらい市保健福祉部みらいこども課（管轄保育課）へ所定の用紙にてお
申し出後、本園にもお知らせ願います。本園は、以下の場合には保育の提供を終了します。
①　利用乳幼児が4月1日時点で、満３歳となっているとき
②　児童の保護者が児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき
③　他の施設に転園するとき
④　長期欠席するとき
⑤　次の場合は、原則として保護者との話し合いをした上で、退園していただく場合もあります。

（ａ）保育料、延長保育料、その他の費用を2ヶ月以上滞納した場合
（ｂ）医療的なケアや、特別な保育が必要となり、集団保育に適さないと判断された場合
（ｃ）本園の方針に従わなかったり、運営上著しく支障をきたすと判断された場合

⑥その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

12．提供する保育等の内容
本園は、保育所保育指針（平成30年3月31日厚労告117号）を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供
を行います。

【ならし保育について】
①　初めて家庭を離れるお子さまが保育園に無理なく馴染んでいただけるように、新入園児のお子さま
にならし保育を実施しております。

②　ならし保育は、短時間保育（2時間程度）から徐々に保育時間を延長し、1～2週間程で契約時間内
の保育が行えるようにしていきます。

③　ならし保育期間は、お子さまによって異なりますので、担当保育士と相談しながら進めていきま
す。休業中のご家庭におかれましては、保護者の職場復帰に合わせて行います。ならし保育期間中
は慣れない環境で体調を崩しやすくなりますので、降園後は十分に体を休ませてください。

④　ならし保育期間中も通常の保育料が発生します。

【一日の保育の流れ】お子さんの成長により、多少の変更があります。

集金袋 90円 入園児及び進級時

メッシュケース
（連絡帳入れ）

500円 入園時

その他
教材費

100~500円程度 随時 個人使用の落書き帳等
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【本園との連絡について】
② 　連絡帳　※必要事項は必ずご記入下さい。
② 　本園からの連絡（連絡帳、手紙、りんくる配信等）は、必ず目を通してください。
③ 　本園と取り交わした書類の記入内容に変更があった場合には、速やかに本園までご連絡くださ
い。

　　　　（特に緊急連絡先の変更は、必ずご連絡をお願いします。）
④ 緊急時は登降園管理システム「りんくる」からLINEにてご連絡致します。

　　　　LINEの友達登録ができない方には、電話にてご連絡致します。
　　※午前9時の時点で欠席遅刻の連絡がなく、園児が出席していない場合には、本園より保護者に電話連絡

を行い、安否確認をさせていただきます。

【持ちものについて】※全てのものに、フルネームで記名してください。
① 衣類は、上下が分かれたものをご用意ください。
また、体温調節が難しいため裏起毛の衣類はお避けください。

②　以下の衣類は、事故防止のため禁止としています。
・フード付きのもの
・ビーズ、スパンコールなどの飾りが付いているもの

③ 上着は、チャックで脱ぎ着しやすいものを着用ください。
④ 登園の際には、手提げバッグに、必要な物を入れて登園してください。
　　※手提げバッグ…縦30cm 横40cm
⑤　以下の髪ゴムや髪飾りは、事故防止のため禁止としています。
・飾りのついているもの
・シリコンゴム
・ピン留め

0歳児 1～2歳児

7：00 開園（7：00～7：29までは延長保育時間となります）

7：30 順次登園　7：00～8：00　合同保育

8：00

お子さまの離乳食の進み方
や、発達状況に合わせて生活
時間が異なります。
(検温・沐浴・食事・おやつ・
睡眠・あそび)

8：00 クラス保育

9：00 9：00 朝の会・おやつ

9：30
9：30 クラス活動

体操・製作・散歩等9：40

11：00 11：00 着替え

11：15 11：15 給食

12：30 12：30 午睡

15：30 15：00 おやつ

16：00 16：00 自由遊び

17：00 合同保育

18：30 延長保育、補食
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【新年度の持ちものリスト】
新年度の初回登園時のみ、お持ちいただきます。すべて無記名でお持ちください。

【慣らし保育の初日にお持ちいただくものリスト】全ての持ちものに、フルネームで記名をお願いします。

【毎日お持ちいただくものリスト】
　　すべての持ちものに、フルネームで記名をお願いします。
・メッシュケース（連絡帳、A5ファイルを入れたもの）
・上着（登園時着用しているものを戸外遊びでも使用します）

【運動教室】
月1～2回、アンフィニのプレーアドバイザーを招いて、１～２歳児対象の運動系の遊びを実施します。

【毎月開催】（保護者参加はありません）
① 誕生会

持ち物 数量 備考
ボックスティッシュ ５箱 お子さんの鼻を拭いたりするものです

口拭き用ウエットティッシュ 5個 アルコールタイプではないもの

キッチンパック １パック Mサイズ、マチありのもの

お尻拭き ５個

持ち物 数量 備考
０歳児 1歳児 2歳児

紙おむつ 1袋 おしり部分に名前を記入

下着 4枚 ロンパースタイプではないもの

Tシャツ等 4枚 季節に合わせたもの

ズボン 4枚 つなぎではないもの

靴下 3足

外遊び用置き靴 1足 脱ぎ履きしやすい運動靴

昼寝用敷布団 1枚 必ずシーツを付けてください。

ファスナータイプでお願いします。

昼寝用掛け布団 1枚

春夏はタオルケット、

秋冬は綿毛布を使用します。

初日は綿毛布のみお持ちください。

哺乳瓶 2~3本 消毒・保管は本園で行います。
持ち帰りはありません。

粉ミルク 1缶 補充時に声掛けをします。
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② 避難訓練（火災、地震、水害、竜巻、台風、不審者侵入等を想定）
③ 食育（野菜の生長・収穫等）
④ 保健指導、発育測定

【保護者支援】
　　　お子さまが保育活動中に使用したもの（衣類・布団類）は全て本園で洗濯をします。
　　　家事負担を減らし、ご家庭でお子さまとの時間を少しでも確保いただくことを目的としています。
　　　ただし、園での洗濯による衣類のいたみや破損等が生じる可能性がありますことをご了承いただきま
すようお願いいたします。

13．食事の提供方法等について
【当園における手作り給食の意義】
① 給食は、乳幼児期の健全な発育及び健康の維持・増進の基盤であると考えます。

本園では、「おいしい」「給食の時間が楽しい」という情緒的機能や、食物を大切にすること、
食事のマナーを教えるなど教育的な意義を果たしていきます。

② 本園では、管理栄養士が作成した献立をもとに、地産の食材を使用した給食を提供します。
当日の献立については、登降園管理システム「りんくる」より写真配信いたします。園内の給食内
容を可視化すると共に、家庭内での会話の一つになればと考えています。

③ 行事食では、子ども達に視覚でも楽しめるように工夫し、行事に親しみを持てるようにしていきま
す。

【給食の提供を行う日時】
①　月曜日～土曜日
②　献立表は毎月りんくるより配信いたします。
③　お子さまの年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。

【食物アレルギー児の対応】　※食物アレルギー対応マニュアルあり。
① 除去食（アレルゲンに該当する食品材料を除いた食事）が必要なお子さまは、医師の診断を受け

『血液検査結果』及び『食物除去の指示書（診断書）』のご提出をお願いします。
② 医師の診断による指示書がない場合は、保護者より申し出があっても、対応はできません。

診断書のご提出があるまでは、ご家庭よりお弁当をご用意いただくようお願いいたします。
③ 一年に1回以上の医師の診断によるアレルゲン検査の実施をお願いいたします。
④ 除去食については、ご家庭でも同様に行われていることを前提とします。
⑤ 毎月、次月の献立表をお渡しし、アレルゲン食品の有無や対応を確認いただいた後に、

次月の給食提供を行います。
⑥ 入園時、また必要に応じて適宜保護者とのアレルギー面談を行います。
⑦ 給食は、可能な範囲で代替品を使用していますが、対応が困難な場合には、ご家庭よりお弁当を

ご持参いただく場合があります。

【その他衛生管理等】
① 衛生管理マニュアル基準に沿った衛生管理を行います。
② 日々の健康管理、確認及び検便検査の実施による調理従事職員、保育士の健康管理を徹底してい

ます。

午前間食 昼食 午後間食 補食

0歳児 9時00分 11時15分 15時00分 18時30分

1歳児 9時00分 11時15分 15時00分 18時30分

2歳児 9時00分 11時30分 15時00分 18時30分

  / 8 17



③ 調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底しています。
14．嘱託医
本園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。

【　内科　】

【　歯科　】

15．健康診断　及び　諸検査について

《内科健診を欠席された場合》
①　保護者が伊奈クリニックへ予約連絡を行う。
②　伊奈クリニックにて保護者同伴での健診を受ける。

《歯科検診を欠席された場合》
①　保護者が大津歯科へ予約連絡を行う。
②　大津歯科にて保護者同伴での検診を受ける。

《尿検査で陽性反応が出た場合》
①　検査結果票を持参し、小児科で再検査を受ける。（医療機関は指定なし）
②　以下の書類を園に提出する。
　（ａ）　再検査結果のコピー
　（ｂ）　尿検査結果について

16．受け入れできない場合
①　24時間以内に以下の症状がある場合や薬を使ったとき。
　（ａ）　37.5℃以上の発熱（持病や熱性痙攣の既往があるお子さまは医者の指示を仰ぐ）
　（ｂ）　解熱剤や痛み止めを使用している場合
　（ｃ）　2回以上の水様便または嘔吐した場合

医療機関名称 医療法人慶友会　伊奈クリニック
医院長名又は医師名 海山　智隆
所在地 茨城県つくばみらい市板橋２２４３－１
電話 ０２９７－２０－７７５５

医療機関名称 医療法人社団GLANZ　大津歯科医院

医院長名又は医師名 大津　義重
所在地 茨城県守谷市立沢１１６３－３７
電話 ０２９７－４５－２３６６

項　　目 内　　容 回数　・　時期
健康診断 内科 年2回（5、11月）

歯科 年2回（7、1月）

身体測定 身長・体重 毎月1回

尿検査 潜血・蛋白・糖 年2回（5、11月）
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②　骨折やケガなどで医師から自宅安静が必要と診断された場合。
③　食欲がなく機嫌が悪い場合。
④　感染症の疑いがある場合。
⑤　予防接種を受けた当日。

17．感染拡大防止について
①　本園に連絡
（ａ）　お子さまやご家族が感染症と診断された場合。
（ｂ）　お子さまが体調不良で欠席する場合。

②　玄関対応
以下にあてはまるときは、保育園の入室はできません。
玄関外でお子さまの受入れと引渡しを行います。

（ａ）　送迎される方が感染症に罹患している場合。
（ｂ）　家族が感染症に罹患している、または罹患の可能性がある場合。

③　傷口の保護
傷口から液が出ているときは、ガーゼか絆創膏、包帯などで覆う。

④　衣類消毒
　嘔吐や下痢で衣類や履き物が汚れた場合は、2重のビニール袋に入れてお返しします。
　ご家庭で消毒後、洗濯をお願いします。

　　※感染症などの状況により、内容を変更する場合がございます。

18．本園での投薬について
　薬は原則としてお預かりできません。医師に相談し、出来る限り朝晩の服用でよい調剤方法をご相談
ください。やむを得ない場合に限り、必ず保育士にご相談ください。
薬（気管支拡張テープなどの貼るタイプの薬も含む）を服用・使用して登園する場合は、必ず保育園
にお知らせください。また、気管支拡張テープには名前を記入してください。

19．緊急時の対応方法
お預かりしているお子さまに以下の緊急事態が発生した場合には、緊急連絡先等へ速やかに連絡する
とともに、かかりつけ医療機関への相談・受診、救急要請等必要な措置を講じるものとします。
①　お子さまの体調が急変した場合
②　感染症の疑いがある場合
③　病院受診が必要なケガをした場合

※緊急連絡の変更が生じた場合には、速やかにご連絡ください。

20．感染症について
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行を、できるだ
け防ぐことはもちろん、一人ひとりのお子さまが一日快適に生活できることが大切です。
次ページ以降の感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従い、《登園届》
又は《医師の意見書》の提出をお願いいたします。
適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。
また、ご家族が次ページ記載の感染症に罹患し、かつお子さま本人にも症状があらわれた場合も、同
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様に《登園届》又は《医師の意見書》の提出をお願いいたします。
※登園届・医師の意見書の用紙は、玄関に設置しております。
　ご不明な点がございましたら、職員にお問い合わせください。

●医師の診断を受け、保護者が記入する「登園届」が望ましい感染症●

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安
溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始する前と

開始後1日間。
抗菌薬内服後24～48時間を経過している
こと。

マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始する前と
開始後数日間。

発熱や激しい咳が治まっていること。

手足口病 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症
した数日間。

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がな
く、普段の食事がとれること。

伝染性赤斑
（リンゴ病）

発疹出現前の1週間。 全身状態が良いこと。

ウイルス性胃腸炎
（ノロ・ロタ等）

症状のある間と、症状消失後1週
間。（量は減少していくが、数週
間ウイルスを排泄しているので注意
が必要。）

嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食
事がとれること。

ヘルパンギーナ 急性期の数日間。（便の中に1ヶ月
程度ウイルスを排出しているので注
意が必要。）

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がな
く、普段の食事がとれること。

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状のある間。 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこ
と。
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※インフルエンザ・新型コロナウイルスに関しては、別用紙となります。
※「全身状態が良い」とは「熱や主な症状がなく、機嫌がよく普段の食事がとれること」を言います。
※登園のめやす期間は、発症日・解熱日とも当日を０日とし、翌日を１日目として起算します。
●医師が記入した「医師の意見書」が望ましい感染症●

帯状疱疹 水疱を形成している間。 すべての発疹がかさぶたになるまで。

突発性発疹 ― 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと。

インフルエンザ 症状がある期間。（発症前24時間
から発症後3日程度までが最も感染
力が強い。）

発症した後5日経過し、解熱した後3日を
経過するまで。

新型コロナウイルス 発症の2日前から発症後10日間程度
まで

発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快し
た後1日を経過するまで

ヒトメタニューモウイル
ス感染症

呼吸器症状がある間 咳などが安定し、全身状態がよいこと

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安
麻疹（はしか） 発症1日前から発疹出現後の4日

後。
解熱後3日を経過してから。

風疹 発疹出現の前7日から後7日間。 発疹が消失してから。

水痘（水ぼうそう） 発疹出現1～2日前から痂疲形成
まで。

すべての発疹が痂疲化してから

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

発症3日前から耳下腺腫膿後4
日。

耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫膿が発現してか
ら5日を経過するまで、かつ全身状態が良好
になるまで。

結核 ― 感染の恐れがないと認めるまで。

咽頭結膜熱（プール熱）
アデノウイルス

発熱、充血等の症状が出現した
数日間。

主な症状が消え2日経過してから。

流行性角結膜炎 充血、目やに等症状が出現した
数日間。

感染力が非常に強い為、結膜炎の症状が消失
してから。

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出
現後3週間を経過するまで。

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
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　※については、保健所並びに自治体の指示に従い、対応致します。
　※新型コロナウイルス（変異株含む）に罹患及び濃厚接触と本児及び家族が判断された場合には、必ず保育
園にご連絡下さい。

21．非常災害時の対策

※災害におきましては、『NTT災害用ダイヤル』および『緊急連絡メール』『保育園玄関扉』にてお子
さまの安否および避難場所をお知らせします。

【避難場所】

腸管出血性大腸菌感染症
（Ｏ - 1 5 7、Ｏ 2 6、Ｏ
111）

症状が始まり、かつ、抗菌剤による治療が終
了し、48時間をあけて連続2回の検便によっ
て、いずれも菌陰性が確認されたもの。

急性出血性結膜炎 ウイルスが呼吸器から1～2週
間、便から数週間～数カ月排出
される。

医師により感染の恐れがないと認めるまで。

髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染の恐れがないと認めるまで。

伝染性膿痂疹（とびひ）
※ガーゼで覆えない程広
範囲の場合

じくじくした皮疹が痂疲化、ま
たは消失するまで。

集団生活が可能かどうかを、医師が認めるま
で。

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応します。
避難訓練 火災、地震、水害、竜巻、台風、不審者侵入を想定した避難訓練を毎月１回

以上実施
防災設備 火災報知機 誘導灯 ガス漏れ報知機

非常警報装置 消火器

避難場所 第一避難場所 → ひなた保育園みらい平　園庭及び駐車場

洪水の場合 → すこやか公園、みらい平さくら公園

第二避難所 → 陽光台小学校
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避難場所名称 ひなた保育園みらい平からの距離
みらい平さくら公園
〒300-2358つくばみらい市陽光台3-45

約450ｍ（徒歩10分）

すこやか公園
〒300-2358つくばみらい市陽光台4-8-1

約260m（徒歩5分）

陽光台小学校
〒300-2358つくばみらい市陽光台3-1

約1kｍ（徒歩20）
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22．虐待の防止のための措置に関する事項
お子さまへの虐待防止のため、以下の措置を講じています。
① つくばみらい市要保護児童対策地域協議会代表者会議に参加
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② つくばみらい市担当課及び児童相談所との連携
③ 職員に対して虐待防止研修の実施

23．賠償責任保険の加入
本園では以下の保険に加入しております。保育に関しましては、万全の体制を整えておりますが、万

が一事故が発生した場合には、保険の範囲において対応させていただきます。
ただし、お子さまを送迎中の事故、および駐車場等でのトラブルについては、責任を負いかねます。

24．保育に関する相談・要望・苦情

25．個人情報の保護に関する基本方針

■本園が保有する個人情報
　入園および利用に伴い取得した保護者及びお子さまの住所・氏名・電話番号等の個人情報を書面及び

Ⅰ保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

　保険の種類 賠償責任保険（飲食物危険補償含む）
　保険金額 対人賠償 1事故 20億円

対物賠償 1事故 20億円

Ⅱ保険会社 損害保険ジャパン株式会社

　保険の種類 普通傷害保険（園児用）
　保険金額 死亡・後遺症害 － 1,000万円

入院保険金日額 － 5,000円

通院保険金日額 － 2,500円

受付担当者 施設長　　川尻　英実
解決責任者 運営本部責任者　　大野　誠
利用時間 午前9時～午後5時

連絡先 電話　０２９７－２１－８１１３
FAX　０２９７－２１－８１１４

第三者委員
（民生委員）

松本　稔恵
０２９７－５８－２６５７

受付方法 電話・文書・面談等の方法で相談・苦情を受け付けます。
園内には「メッセージボックス（ご意見箱）」を設置しております。
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個人情報保護に関する本園の基本姿勢

　個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法律などを遵守する
とともに、当法人の「個人情報保護方針」に基づいて、個人情報の適切な管理・保護に努めます。

また、その実行のために制定された「個人情報保護規定」により、全職員対して、個人情報の重要性
とその取扱い方法を周知徹底させ、適正で適切な安全管理措置を維持・運用してまいります。



データにてファイル・保管いたします。
【書類名称】
　　・児童調査票と送迎者登録　・健康調査票　・保育時間契約書　・健康の記録　・園だより
　　・連絡帳　・写真　・動画

■個人情報の利用目的
・本園が保護者や受託児童等に提供する保育サービス
・施設の管理運営業務
・本園が保護者の依頼を受けて行う、自治体への各種手続き業務
※本園では、保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて得た個人情報、または日々の保育業
務
を通して得た個人情報を「児童福祉法」および厚生労働省編「保育所保育指針」が示している保
育
所保育の円滑な実施以外の目的で使用することはありません。

■個人情報の園内での掲示
保育園内に以下の個人情報を掲示させて頂きます。
【掲示内容】　
・各クラスのお誕生表（お子さまの名前、生年月日）

■個人情報保護についてのお願い
① 本園では、保育中の様子や掲示物等、個人携帯等による園内での撮影を禁止させていただいており

ます。普段、保育中のお子さまの写真は、登降園管理システムより平日は毎日配信いたします。個
人的な目的でお楽しみいただけますよう、お願いします。

② 園からの写真配信や販売写真、イベントにて個人で撮影した写真に関しては、個人的に楽しんでい
ただくものであり、不特定多数の閲覧の可能性のある媒体（インターネット等）への掲載や販売は
禁止させていただきます。

■個人情報の開示請求について
　運営本部責任者　大野　誠　までお問い合わせください。

26．保育園連携について
　　本園では、保育を適正に実施し、本園における保育終了後も継続的に児童の受入先が確保されるよう、
　次に掲げる事項に係る連携協力を行う教育・保育施設を確保しております。
　

　　

運営主体 株式会社アンフィニ
名称 ひなた保育園やわら
所在地 〒300-2435　つくばみらい市筒戸3561-1

連携内容 ○保育内容の支援
○代替保育の提供
○卒園後の受け入れ
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